
新旧対照表（みなとみらい２１新港地区都市景観協議地区）   
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変更の原案 変更の案 

第１～第３ 省略 

 

第４ 都市景観形成行為 

次に掲げる行為を都市景観形成行為とする。 

（1）～（5）省略 

（6）特定照明（都市景観協議地区図に示す赤レンガ倉庫並びにハンマーヘ

ッドクレーンについて行うものに限る。） 

 

第５、第６ 省略 

 

第１～第３ 省略 

 

第４ 都市景観形成行為 

次に掲げる行為を都市景観形成行為とする。 

（1）～（5）省略 

（6）特定照明（都市景観協議地区図に示す赤レンガ倉庫又はハンマーヘッ

ドクレーンについて行うものに限る。） 

 

第５、第６ 省略 

 
 


